
働き方改革セミナーDELTA GROUP 主催

株式会社DELTA
取締役社長

野瀬田 隆　

1どう変わる？同一労働同一賃金 2早めの準備が急務！年明けでは間に合わない？

参加方法：

日
時
・
会
場

主 

催

国立療養所福岡東病院付属リハビリテーション学院卒
同校卒業後、理学療法士として従業。
その後、通信事業代理店，輸入車ディーラー，ゴルフ
場，飲食店，広告代理店等を多角的に経営する企業の
取締役を勤める。
2015 年より現職。
労使両面からの視点をもち、人材ビジネスに携わる。

野瀬田 隆　プロフィール

いよいよ来年の４月より実施されることが決まった
「同一労働同一賃金」
■基本的には非正規雇用の労働者（有期雇用，パートタイマー，
派遣労働者等）が対象となります。

■これまでも労働に関わる法の改定は行われてきましたが、
今回はよりシビアです。

■働き方改革をキーワードに「１億総活躍」という事で様々
な雇用形態の労働者の掘り起こしを推進したいという事です
が、そのためにも通常の労働者との不合理な待遇差を解消し、
より求職者に選ばれる企業を増やしていく事が狙いです。

■事前資料を出すタイミングや適用のタイミングを見る限り、
スケジュールもタイトです。そのために早い段階での準備が大
切になります。どのように対応するのか、方法の決定の前に、
情報だけでも入れておく必要があります。当社の人材ビジネス
の情報が少しでもお役に立つならば・・・そういった思いから、
今回のセミナーを企画させていただきました。皆様の判断材料
の一つになればと思います。

ご来場、お待ちしております。

Lecture：Managing director

T. NOSEDA
１社からは２名以内の
ご参加でお願いします。
担当者はもちろん、
トップの方もぜひ来ら
れて下さい。

１社からは２名以内の
ご参加でお願いします。
担当者はもちろん、
トップの方もぜひ来ら
れて下さい。

8月 5日
14：00～16：00

弊社担当営業もしくは各拠点まで
お申込み下さい。

2019 年

万多礼ビル 601会議室

DELTA 総合人材サービス

福岡県福岡市中央区天神 3-4-13

8月 6日
14：00～16：00

2019 年

城彩苑  多目的交流室
熊本市中央区二の丸 1 番 1－1 号

福岡会場 熊本会場


